
請

願

第

一

一

号 

  
 
 

消

費

税

一

〇

％

へ

の

増

税

は

先

送

り

実

施

で

な

く

増

税

の

中

止

を

求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

関

す

る

請

願 

 

主 

旨 消

費

税

増

税

を

撤

回

し

、

一

〇

％

へ

の

引

き

上

げ

は

行

わ

な

い

こ

と

。 

  

理 

由 昨

年

四

月

か

ら

の

消

費

税

率

八

％

へ

の

大

増

税

に

よ

り

「

ア

ベ

ノ

ミ

ク

ス

不

況

」

と

も

い

う

べ

き

経

済

の

低

迷

が

続

い

て

い

ま

す

。

内

閣

府

が

十

六

日

発

表

し

た

本

年

七

〜

九

月

期

の

Ｇ

Ｄ

Ｐ

は

実

質

で

前

期

比

〇

・

二

％

減

で

し

た

。

四

〜

六

月

期

に

続

く

二

期

連

続

の

マ

イ

ナ

ス

成

長

は

、

国

際

的

に

は

「

景

気

後

退

」

と

み

な

さ

れ

ま

す

。

し

か

し

安

倍

政

権

は

、

さ

き

に

発

表

さ

れ

た

二

〇

一

七

年

四

月

か

ら

の

一

〇

％

へ

の

増

税

と

い

う

方

針

を

崩

し

て

い

ま

せ

ん

。 

先

の

国

会

で

は

、

安

全

保

障

関

連

法

案

の

審

議

が

中

心

で

、

憲

法

九

条

を

守

る

か

戦

争

す

る

国

へ

と

突

入

す

る

か

、
ぎ

り

ぎ

り

の

せ

め

ぎ

あ

い

が

続

き

、
結

果

は

法

案

の

強

行

採

決

と

い

う

事

態

と

な

り

ま

し

た

。

憲

法

論

議

は

、

国

会

が

終

わ

っ

た

い

ま

な

お

、

続

い

て

い

ま

す

。 

そ

れ

で

は

消

費

税

は

憲

法

に

照

ら

し

て

ど

う

か

と

い

う

事

を

考

え

て

見

ま

す

と

、

第

一

に

税

の

集

め

方



と

い

う

点

で

消

費

税

は

高

所

得

者

に

軽

く

、

低

所

得

者

に

重

い

負

担

を

強

い

る

不

公

平

税

制

で

す

。

こ

れ

は

法

の

下

の

平

等

を

保

障

し

た

憲

法

十

四

条

に

反

し

ま

す

。

さ

ら

に

十

三

条

（

個

人

の

尊

重

・

幸

福

追

求

権

）
、

二

十

五

条

（

生

存

権

）
、

二

十

九

条

（

財

産

権

）

な

ど

に

も

引

っ

か

か

り

ま

す

。

次

に

、

使

い

方

と

い

う

点

で

憲

法

は

、
全

世

界

の

国

民

が

平

和

の

う

ち

に

生

存

す

る

権

利

を

有

す

る

こ

と

を

確

認

し
（

前

文

）
、

戦

争

の

永

久

放

棄

・

戦

力

の

不

保

持

・

交

戦

権

の

否

認

（

九

条

）

を

う

た

っ

て

い

る

の

に

二

〇

一

五

年

度

の

軍

事

費

は

約

五

兆

円

で

す

。

中

身

も

海

外

で

戦

争

す

る

た

め

の

装

備

が

並

び

九

条

に

真

っ

向

か

ら

反

し

ま

す

。
「

消

費

税 
憲

法

変

え

れ

ば 

戦

争

税

」

と

い

う

の

が

私

達

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

で

す

。 

い

ま

、

各

方

面

か

ら

憲

法

違

反

だ

と

断

じ

ら

れ

て

い

る

安

保

関

連

法

を

廃

案

と

し

、

官

民

あ

げ

て

強

力

な

景

気

対

策

を

展

開

す

る

こ

と

が

急

務

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

熊

本

市

議

会

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

住

民

生

活

を

守

る

と

い

う

立

場

か

ら

請

願

主

旨

の

意

見

書

を

政

府

な

ら

び

に

関

係

省

庁

に

提

出

し

て

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

請

願

し

ま

す

。 

       



 

二

〇

一

五

年

十

一

月

二

十

七

日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紹

介

議

員 
 

上 

野 

美 

恵 

子 

    
 

熊

本

市

議

会

議

長 

 
 
 
 

満 

永 

寿 

博 
殿 


